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【 庁 議 記 録 】

１ 日 時 令和３年 10 月 12 日（火）午前８時 56 分～午前９時 44分

２ 場 所 市長公室

３ 出席者 市長 副市長 教育長 企画財政部長

総務部長 市民生活部長 福祉保健部長 子ども家庭部長

環境部長 都市建設部長 議会事務局長 教育部長

幹 事 政策室長

４ 欠席者

５ 会議結果

市 長 これより庁議を開催します。審議事項１「令和２年度狛江市男女共同参画

推進計画推進状況報告書（案）について」は、先ほどの人権・男女共同参画

推進本部会議で了承されましたので、庁議としても決定します。

次に報告事項１「あいとぴあレインボープラン狛江市第４次地域福祉計画

進捗管理令和２年度報告書、狛江市高齢者保健福祉計画進捗管理令和２年度

報告書及び狛江市障がい者計画進捗管理令和２年度報告書について」を報告

してください。

部 長 あいとぴあレインボープラン狛江市第４次地域福祉計画については、平成

30 年度から令和５年度までを計画期間とし、狛江市高齢者保健福祉計画及

び第７期介護保険事業計画並びに狛江市障がい者計画、第５期障がい計画及

び第１期障がい児福祉計画については、平成 30 年度から令和２年度までを

計画期間として、平成 30 年３月に策定しました。本計画の着実な進捗を図

るため、地域福祉計画については狛江市市民福祉推進委員会に、高齢者保健

福祉計画については、高齢小委員会に、障がい者計画については障がい小委

員会に令和２年度の重要施策に係る主な事業の実施結果を報告し、いただい

た内容を反映させ、報告書としてまとめたものです。

狛江市第４次地域福祉計画進捗管理令和２年度報告書の７ページについ

て、第１章の重点施策事業別進捗状況シートは、計画に位置付けられた事業

を着実に実施するため、重点施策に係る事業のうち新規に実施する事業等、

進捗管理が必要と認められる事業について、令和２年度に実施したことを

「Do（実行）」の欄に、事業の実施結果の評価を「Check（評価）」の欄に、事

業の改善点を「Act(改善点)」の欄に記載しています。

21ページを御覧ください。、第２章の重点施策進捗管理シートは、実施す

べき重点施策の令和２年度における実施状況及び課題を説明するため、当該

重点施策を実施するに当たっての課題を記載するとともに、狛江市市民福祉
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推進委員会からいただいた意見を「委員会からの意見」の欄に記載していま

す。

高齢者保健福祉計画及び障がい者計画の進捗管理の報告書の構成につい

ても、同様に第１章の重点施策事業別進捗状況シートと第２章の重点施策進

捗管理シートで構成されております。

地域福祉計画の進捗結果の概要について、進捗評価をした 13 事業のうち、

Ａの「進捗している」が７事業、Ｂの「現状維持」が４事業、Ｃの「あまり

進捗していない」が２事業という結果になりました。

高齢者保健福祉計画の進捗結果の概要については、進捗評価をした 22 事

業のうち、Ａの「進捗している」が４事業、Ｂの「現状維持」が 14 事業、

Ｃの「あまり進捗していない」が４事業という結果になりました。

障がい者計画の進捗結果の概要については、進捗評価をした 21 事業のう

ち、Ａの「進捗している」が７事業、Ｂの「現状維持」が 10 事業、Ｃの「あ

まり進捗していない」が４事業という結果になりました。

市 長 本件について、質問等はありますか。

副市長 重点施策における改善点については、より具体的に記載する必要があるの

ではないでしょうか。

市 長 一度委員会に報告しているため、報告書を変更することはいかがでしょう

か。

部 長 評価自体が変わることではありませんので、事務局で整理し、後日委員会

に報告します。

市 長 内容を整理し、再度報告をしてください。

市 長 続いて、報告事項２「電力データを活用した空家等実態調査及び利用に関

する協定の締結について」を報告してください。

部 長 空家等対策施策の取組として、9月 29 日付けで東京電力パワーグリット

株式会社と協定を締結しました。狛江市空家等対策計画に基づき、令和３

年度に空家等の実態調査を実施しており、調査に当たっては、全ての住宅

を見に行くのではなく、事前に対象を抽出した上で現地調査を行います

が、その抽出方法の一つとして電力データを活用できることとなりまし

た。令和４年度以降も協定に基づき、電力データを活用した空家施策を進

めていくことを考えています。

市 長 続いて、報告事項３「岩戸北三丁目・四丁目周辺地区地区計画素案に関す

るまちづくり懇談会について」を報告してください。

部 長 調布都市計画道路３・４・１６号線の小田急高架下から世田谷通りに接続

する岩戸北区間について、道路整備事業を進めています。これに伴い、岩戸

北区間の沿道及びその周辺地域である岩戸北三丁目・四丁目周辺地区におい
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て、良好な環境の維持向上を図るため、地区計画の策定を検討しています。

令和２年度に実施した権利者等アンケートの結果等を踏まえ、地区計画素

案を取りまとめましたので、内容説明及び意見交換を行うため、まちづくり

懇談会を開催します。

地区計画素案の内容としては、地区施設として道路や広場を位置付ける予

定であり、道路の整備方針としては、地区全体において生活道路基盤の整備

を行うことで、利便性や安全性の向上を目指します。また、建築物等の整備

の方針としては、建築物等の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置

の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限等を定める予定です。

また、同時に用途地域及び高度地区を変更する予定です。

スケジュールについてですが、まちづくり懇談会の申込期間は、令和３年

10 月 15 日から 29 日までとし、11 月７日及び８日に素案に関するまちづく

り懇談会を開催します。併せて、素案に対する意見の募集を 11 月７日から

29 日まで募集します。

令和４年度には、原案説明会、都市計画法第 16 条に基づく原案の公告及

び都市計画法第 17 条に基づく案の公告及び縦覧を行い、その後、都市計画

審議会を開催し、都市計画決定告示を行う予定です。

副市長 喜多見駅周辺で活動しているまちづくりグループと重複している部分は

ありますか。

部 長 重複している部分があるので、まちづくりグループからの意見も参考に検

討していきます。

市 長 その他ありますか。

部 長 令和３年度狛江市プレミアム付商品券の二次販売についてです。デジタル

商品券の販売状況は、10月 11 日午前 11 時現在で 18,982 口、紙商品券の販

売状況は、10 月７日現在で 23,178 冊販売しました。販売期間は 10月 15 日

までです。

次に、二次販売の実施についてです。デジタル商品券は、先着で販売を行

い、販売期間は 10 月 23 日午前 10 時から 12 月 28 日までとし、無くなり次

第終了とします。販売内容については、一次販売と同様に、１口につき共通

券 4,000 円分と限定券 2,500 円分を含む計 6,500 円分を 5,000 円で販売しま

す。購入可能口数は、１人当たり一次販売時の購入口数を含む最大 10 口ま

でとし、10 月５日現在で最低 7,000 口を販売予定です。購入はオンラインで

のクレジットカード決済やコンビニでの支払い等が可能です。

紙商品券は、事前申込みによる抽選販売とし、10 月 15 日から 25 日まで

に、はがきの郵送又はオンラインによる申込みを受け付けますが、一次販売

時に二次販売での購入を希望とした方については、申込みを不要とします。
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当選者にのみ当選はがきを送付し、引換販売とします。販売内容は、一次販

売と同様に、１冊につき共通券 3,000 円分と限定券 2,000 円を含む計 5,000

円分を 4,000 円で販売します。販売期間は 11 月 17 日から 12 月４日まで、

販売場所は狛江郵便局本局及び毎週水曜日に限り狛江市役所市民ひろばを

予定し、現金のみの取扱いとします。購入可能冊数は、当選者１人につき５

冊までとし、10 月５日現在で 11,600 冊以上を販売予定です。

市 長 他にありますか。

部 長 令和４年度保育園等及び学童クラブの入園（入会）申込受付期間及び日

曜・夜間窓口の実施についてです。

令和４年度保育園等及び学童クラブの入園（入会）申込みについては、新

しい生活様式への対応として、基本的に郵送による申請を勧奨しますが、窓

口での申請も受け付けます。受付期間は令和３年 11 月８日から 26 日までで

す。また、11 月 21 日の午前９時から午後１時まで日曜窓口を、11 月 25 日

の午後５時から午後８時まで夜間窓口をそれぞれ開設します。

また、保育園等入園申込説明については、令和２年度と同様、申込説明の

動画を 10 月 15 日より YouTube の市公式動画チャンネルにアップロードし

ます。また、説明会での質疑応答に替わり、動画の概要欄に児童育成課への

お問い合わせフォームを掲載し、質問を受け付けます。受付期間は 10 月 15

日から 25 日までとし、受け付けた質問は、29 日に回答を取りまとめて市ホ

ームページに掲載する予定です。

市 長 新しい生活様式に対応して、窓口受付に加え、郵送申請も実施するとのこ

とです。保育園等の受付に限らず、申請方法については、事務的に支障がな

いのであれば、市民サービス向上のため見直していく等全庁的に整理が必要

です。

市 長 その他ありますか。

部 長 令和２年度首都交通対策協議会会長賞の授与についてです。

交通安全対策の功労が特に顕著であったとして、狛江市が令和２年度首都

交通対策協議会会長賞を授与することを８月 31 日の庁議で報告しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、贈呈式は中止となりましたが、東

京都より感謝状と記念品が届けられましたので、披露します。引き続き関係

機関と協力して、交通事故撲滅に向けた取組を進めていきます。

市 長 この際に他の賞もいただきました。

部 長 総務部関係です。東京都功労者表彰の地域活動功労として調布地区防犯協

会狛江支部連合会、消防・災害対策功労として狛江市消防団、消防・災害対

策功労として狛江女性防火の会会長大矢美枝子さんが表彰されました。
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部 長 市民生活部関係です。東京都功労者表彰の地域活動功労として町会・自治

会連合会会長の佐藤英一さん、文化功労として美重駒会主宰西牧チエ子さん

が表彰されました。

市 長 他になければ、以上で本日の庁議を終了します。次回の庁議は、10 月 19

日午前９時 00 分から開催します。


